
 

２０２4 年度 労働条件闘争開始 
～すべての仲間が安心して働き続けていけるために～ 

2024 年度労働条件闘争が始まりました。 

私たちの生活や仕事、組合活動に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症が、2023 年５月より５類感染症

に位置付けられ、アフターコロナとして本格的な社会・経済活動が動き始めました。加えて近年の物価高騰を受け、

他産業では目覚ましい賃上げが実現しています。このような中、福祉業界では十分な賃上げが実現せず、他産業との

賃金格差が拡大しました。また求人を出しても人が集まらない状況が長らく続いています。今後、業界の市場規模拡

大に伴い介護人材のニーズは増加し、一段と人手不足が深刻化すると言われています。 

私たちの瑞祥会、ルボアも例外なく同様の問題を抱えています。問題は山積していますが、すべての仲間が安心し

て働き続けられることを念頭に置き３月末まで交渉に臨みますので、みなさんのご協力をよろしくお願いします。 

以下に今年度要求内容をお知らせいたします。今まで寄せられた組合員の皆さんの声を執行委員会で取りまとめ、

ＵＡゼンセンの方針に沿い作成しています。 

 

Ⅰ．2024 年度 賃金改定に関する要求内容 
１．賃上げ額 

（１）正社員組合員 

   １）所定内賃金引上げ 

全組合員の所定内賃金を１人当たり 14,500 円引き上げること 

    ２）手当の改正 

     ① 通勤手当 

ア）入社月から勤務日数に比して支給すること  

イ）瑞祥会給与規程別表７およびルボア給与規程別表６の支給額を各 1,000 円引き上げること 

（２）パートタイム組合員 

１）１人当たり時給を 80円引き上げること 

    ２）手当の改正 

     ① 通勤手当 

ア）入社月から勤務日数に比して支給すること  

イ）瑞祥会給与規程別表７およびルボア給与規程別表６の支給額を各 1,000 円引き上げること 

 

２．賃金制度 

（１）正社員組合員 

公正な昇格制度確立のため、組合が提案したキャリアパス制度を一刻も早く導入すること 

 （２）パートタイム組合員 

昇給制度を新設し、時間給基準表の上限金額を撤廃すること 

  （３）定年再雇用後の組合員 

定年前の基本給を支給することとし、就業規則、給与規程等の素案を提示すること 

 

３．法人内最低賃金 

    法人内最低賃金を協定化し、次のとおりとすること 

月額 188,800円、時間額 1,102 円 

併せて、給与規程の別表２「初任給基準表」の初任給を最低賃金に達するよう引き上げること 

 

Ⅱ．2024 年度 期末一時金に関する要求内容 
１．正社員組合員 
（１）要求月数 

      年間５ヶ月とすること 

  （２）算定基礎賃金 

算定基礎賃金項目は以下のとおりとすること 

      ・基本給  ・役職手当  ・資格手当  ・扶養手当                  （裏面に続きます） 

瑞祥会・ルボアユニオンＨＰ 

https://zuishou-ru.com/ 
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２．パートタイム組合員 

（１）全てのパートタイム組合員に対し、同一労働同一賃金の観点から一時金制度を導入すること 

（２）要求額 

１）現在一時金が支給されているパートタイム組合員については、正規職員と同視すべき働き方をしているため、正規職

員と同様の基準で支給すること 

２）現在一時金が支給されていないパート組合員に対する支給額を年間 2.0 ヶ月とすること 

 

Ⅲ．労働時間の短縮・改善に関する要求 
１．正社員組合員の年間休日数を 108 日から 110 日とすること 

２．年次有給休暇の取得を７日とすること 

 

Ⅳ．定年制度に関する要求 
定年再雇用後の規定の運用開始を 2024年４月とし、現在在籍している 70歳以下の組合員にも適用させること 

 

Ⅴ．退職金制度に関する要求 
１級職員について、２級職員になった者については１級職員としての雇用期間も算定すること 

 

Ⅵ．あらゆる就業形態における公正処遇の実現に関する要求 
１．住居手当について、正規・非正規を問わず、本人が賃貸契約を結んでいる組合員には支給すること 

   また、瑞祥会給与規程第 14条（４）およびルボア給与規程第 16 条（４）「申請者が単身者である場合、勤務する事業所よ

り 20km 以内における親の住居状況」については、時代背景も照らし合わせ、これを削除すること 

 

Ⅶ．その他 
１．始末書を提出した職員の減給や昇給停止についてのルールを労使で協議し、規定化すること 

２．夜勤の就業時間を統一し、事業所間の休日数の差を無くすこと。 

 
 

ＵＡゼンセン香川県支部ファミリーレクリエーション 

「いちご狩り」の開催について 
 

ＵＡゼンセン香川県支部よりファミリーレクリエーションの案内です。家族での思い出作りのために「いちご狩

り」はいかがでしょうか。 

参加希望の方は希望日、参加人数を所属支部長までお知らせください。募集人数に制限がありますのでお早めにお

申し込みお願いします。 

 

１．日  時  ２０２４年３月 ９日（土）１０：３０～１１：３０頃 【１０：００より受付開始】 

３月 27 日（水）１０：３０～１１：３０頃 【１０：００より受付開始】                

（３０分食べ放題のいちご狩りです。） 

 

２．場  所  香川・道の駅 滝宮いちご農園（香川県綾歌郡綾川町滝宮 1578）  

 

３．参 加 費  大人（中学生以上）1,000円 ３歳～小学生 500円 ２歳以下 無料 

         

４．締  切   ２月４日（日） 
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ワークルール豆知識応募用 

第       回 氏名  施設名  解答  

加入申込書                             申込日    年  月  日 

氏名 

フリガナ 

生年月日 
 

住所 〒 

電話番号  

施設名  経験年数   年     ヶ月 

職種  雇用区分 正社員   パート 
 

 


